
あきる野市役所 ☎（０４２）５５８－１１１１（代）（３） 25.  2.  1

▽
日
時
　
２
月
13
日
（水）
・
14
日

　
（木）
　
午
前
10
時
〜
正
午
、
午

　
後
１
時
〜
５
時

▽
場
所
　
市
役
所
４
階
南
側

　
（
職
員
課
隣
）

▽
募
集
内
容
　
表
の
と
お
り

▽
必
要
書
類
　
履
歴
書
（
上
半

　
身
正
面
脱
帽
写
真
貼
付
、
志

　
望
の
動
機
と
希
望
職
種
を
記

　
入
）
、
資
格
な
ど
を
証
明
で

　
き
る
も
の
の
写
し
（
必
要
な

　
場
合
）

▽
申
込
み
方
法
　
必
要
書
類
を

　
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
方
も
、

　
新
た
に
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

　●

①
の
職
種
…
職
員
課
人
事
給

　
与
係
（
直
通
５
５
８
・
１
３

　
３
４
）

　●

②
の
職
種
…
教
育
総
務
課
教

　
育
総
務
係
（
直
通
５
５
８
・

　
２
４
０
６
）

　
平
成
25
年
度
の
市
・
都
民
税

の
申
告
と
、
平
成
24
年
分
の
所

得
税
の
確
定
申
告
と
還
付
申
告

の
受
付
を
行
い
ま
す
。
給
与
所

得
者
で
「
年
末
調
整
」
が
終
わ

っ
て
い
な
い
方
、
年
金
受
給
者

で
源
泉
徴
収
（
振
り
込
み
時
に

所
得
税
を
天
引
き
）
さ
れ
て
い

る
方
は
、
確
定
申
告
さ
れ
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
生
命
保
険
、
地
震
保
険
、
国

民
年
金
の
保
険
料
や
国
民
年
金

基
金
の
掛
金
な
ど
の
控
除
を
受

け
る
場
合
は
、
証
明
書
、
領
収

書
な
ど
の
添
付
が
必
要
で
す
。

※
土
地
・
建
物
、
株
式
な
ど
の

　
譲
渡
所
得
、
青
色
申
告
、

　
農
業
・
営
業
な
ど
の
所
得
、

　
消
費
税
、
相
続
税
、
贈
与
税

　
に
つ
い
て
は
、
青
梅
税
務
署

　
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
必
ず
期
間
内
に
申
告
し
て
く

　
だ
さ
い
。

▽
場
所
・
期
間

＊
市
役
所
…
２
月
４
日
（月）
〜
３

　
月
15
日
（金）
（
土
曜
・
日
曜
日
、

　
祝
日
を
除
く
）

※
２
月
６
日
（水）
か
ら
２
月
８
日

　
（金）
ま
で
の
所
得
税
の
申
告
受

　
付
会
場
は
中
央
公
民
館
で
す
。

＊
五
日
市
出
張
所
…
２
月
１
日

　
（金）
・
６
日
（水）
〜
８
日
（金）
・
14

　
日
（木）
・
15
日
（金）
・
21
日
（木）
・

　
22
日
（金）
・
28
日
（木）
、
３
月
１

　
日
（金）
・
７
日
（木）
・
８
日
（金）

※
受
付
日
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
時
間
　
午
前
９
時
〜
11
時
15

　
分
、
午
後
１
時
〜
４
時
30
分

※
混
雑
状
況
に
よ
り
早
め
に
締

　
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
問
合
せ

　●

市
・
都
民
税
…
課
税
課
市
民

　
税
係
（
直
通
５
５
８
・
１
６

　
８
２
）

　●

所
得
税
…
青
梅
税
務
署
（
☎

　
０
４
２
８
・
22
・
３
１
８

　
５
）

　
所
得
税
法
の
改
正
に
よ
り
、

公
的
年
金
等
が
４
０
０
万
円
以

下
の
方
（
年
金
以
外
の
所
得
が

20
万
円
以
下
に
限
る
）
に
つ
い

て
は
、
確
定
申
告
が
不
要
に
な

り
ま
し
た
が
、
所
得
税
の
還
付

を
受
け
る
た
め
に
、
確
定
申
告

を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票

に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
以
外

の
控
除
（
社
会
保
険
料
、
生
命

保
険
料
、
医
療
費
控
除
等
の
控

除
、
扶
養
親
族
の
追
加
な
ど
）

が
あ
る
方
は
、
市
・
都
民
税
の

申
告
を
す
る
こ
と
で
、
税
額
が

下
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
税
理
士
会
に
よ
る
無
料
申
告

　
相
談

　●

期
間
…
２
月
18
日
（月）
〜
21
日

　
（木）

　●

時
間
…
午
前
９
時
〜
10
時
30

　
分
ご
ろ
、
午
後
１
時
〜
３
時

　
ご
ろ

※
混
雑
状
況
に
よ
り
早
め
に
締

　
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　●

場
所
…
市
役
所

　●

対
象
…
給
与
・
年
金
所
得
者
、

　
小
規
模
納
税
者

　●

持
ち
物
…
は
ん
こ
、
前
年
の

　
確
定
申
告
書
な
ど
の
控
え
を

　
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
の
相
談

　
は
で
き
ま
せ
ん
。

　●

問
合
せ
…
青
梅
税
務
署
（
☎

　
０
４
２
８
・
22
・
３
１
８

　
５
）

▽
日
曜
日
に
確
定
申
告
を
受
け

　
付
け
ま
す

　●

期
日
…
２
月
24
日
、
３
月
３

　
日
の
日
曜
日

　●

場
所
…
青
梅
税
務
署

　●

内
容
…
所
得
税
、
贈
与
税
、

　
個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
確

　
定
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ

　
ス
と
申
告
書
の
受
付
を
行
い

　
ま
す
。

※
そ
の
ほ
か
の
土
曜
・
日
曜
日

　
は
業
務
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
当
日
は
、
国
税
の
領
収
や
納

　
税
証
明
書
の
発
行
は
行
っ
て

　
い
ま
せ
ん
。

　●

問
合
せ
…
青
梅
税
務
署
（
☎

　
０
４
２
８
・
22
・
３
１
８

　
５
）

▽
便
利
な
パ
ソ
コ
ン
で
の
申
告

　
を
ご
利
用
下
さ
い
　
税
務
署

　
に
出
か
け
て
確
定
申
告
書
を

　
作
成
す
る
方
に
は
、
画
面
の

　
案
内
に
従
っ
て
入
力
す
る
だ

　
け
で
自
動
計
算
さ
れ
る
便
利

　
な
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
申
告
書

　
の
作
成
を
推
奨
し
て
い
ま

　
す
。
作
成
し
た
確
定
申
告
書

　
は
、
そ
の
場
か
ら
電
子
送
信

　
で
き
ま
す
。

▽
振
替
納
税
か
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

　
（
国
税
電
子
申
告
・
納
税

　
シ
ス
テ
ム
）
で
の
納
付
を
　

　
「
申
告
所
得
税
」
「
消
費

　
税
・
地
方
消
費
税
」
は
、
金

　
融
機
関
や
税
務
署
の
窓
口
で

　
の
納
付
以
外
に
、
金
融
機
関

　
の
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的

　
に
引
き
落
と
さ
れ
る
振
替
納

　
税
が
利
用
で
き
ま
す
。
ま

　
た
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用

　
の
方
は
、
自
宅
や
事
務
所
か

　
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を

　
利
用
し
、
電
子
納
税
を
す
る

　
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　●

問
合
せ
…
青
梅
税
務
署
（
☎

　
０
４
２
８
・
22
・
３
１
８

　
５
）
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
（h

ttp
:/
/
w
w

　w
.e
-
ta
x
.n
ta
.g
o
.jp

）

▽
税
務
職
員
を
装
っ
た
不
審
な

　
電
話
・
「
振
り
込
め
詐
欺
」

　
に
ご
注
意
　
税
務
職
員
を
装

　
い
現
金
自
動
預
け
払
い
機

　
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
の
操
作
を
お
願

　
い
し
、
電
話
で
指
定
し
た
口

　
座
へ
の
振
込
み
を
求
め
る
振

　
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ

　
さ
い
。
ま
た
、
税
務
署
や
国

　
税
局
を
装
っ
た
不
審
な
文
書
、

　
メ
ー
ル
、
電
話
な
ど
が
あ
っ

　
た
場
合
に
は
、
税
務
署
総
務

　
課
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

　
だ
さ
い
。

▽
に
せ
税
理
士
に
ご
注
意
　
納

　
税
者
の
依
頼
に
よ
る
税
務
代

　
理
、
税
務
書
類
の
作
成
、
税

　
務
相
談
な
ど
の
業
務
は
、
税

　
理
士
法
に
よ
っ
て
税
理
士
資

　
格
の
な
い
人
は
で
き
ま
せ

　
ん
。
税
務
書
類
の
作
成
の
依

　
頼
は
正
規
の
「
税
理
士
」
に

　
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。

　●

問
合
せ
…
青
梅
税
務
署
（
☎

　
０
４
２
８
・
22
・
３
１
８

　
５
）
、
東
京
税
理
士
会
青
梅

　
支
部
（
☎
０
４
２
８
・
23
・

　
２
３
３
１
）

　
市
で
は
、
納
税
し
や
す
い
環

境
づ
く
り
の
た
め
、
市
・
都
民

税
の
給
与
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
法

令
の
規
定
に
よ
り
、
所
得
税
の

源
泉
徴
収
義
務
が
あ
る
事
業
者

は
、
従
業
員
の
市
・
都
民
税
を

毎
月
の
給
与
か
ら
特
別
徴
収

し
、
市
に
納
税
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
特
別
徴
収
す
る

税
額
は
市
か
ら
通
知
し
ま
す
の

で
、
所
得
税
の
よ
う
な
税
額
計

算
や
、
年
末
調
整
を
す
る
手
間

は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　
従
業
員
の
利
便
性
向
上
に
ご

理
解
い
た
だ
き
、
特
別
徴
収
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
市
民
税
係

　
（
直
通
５
５
８
・
１
６
８

　
２
）

　
市
役
所
本
庁
舎
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
の
側
面
な
ど
の
６
枠
を
掲
出

箇
所
と
し
て
、
そ
の
広
告
物
の

募
集
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
を

行
う
広
告
代
理
店
を
、
「
広
告

料
」
の
公
募
入
札
で
決
定
し
ま

す
。

▽
対
象
　
都
内
に
本
店
、
支
店

　
か
営
業
所
が
あ
り
、
電
子
調

　
達
サ
ー
ビ
ス
の
競
争
入
札
参

　
加
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ

　
れ
、
申
請
自
治
体
「
あ
き
る

　
野
市
」
申
請
業
務
「
広
告
代

　
理
」
に
登
録
が
あ
る
法
人

▽
応
募
方
法
　
募
集
要
項
を
熟

　
読
の
上
、
２
月
28
日
（木）
ま
で

　
に
応
募
に
必
要
な
書
類
を
持

　
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
募
集
要
項
と
応
募
書
類
は
、

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
総
務
課

　
窓
口
で
入
手
で
き
ま
す
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
総
務
課
庶

　
務
係

▽
期
間
　
２
月
１
日
（金）
〜
15
日

　
（金）
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

　
を
除
く
）

▽
時
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午

　
後
５
時
15
分

▽
場
所
　
市
役
所
下
水
道
課

▽
問
合
せ
　
下
水
道
課
業
務
係

従
業
員
の
市
・
都
民
税
を

給
与
天
引
き
し
て
い
な
い

　
　
　
事
業
所
の
方
へ

〜
特
別
徴
収
に
ご
協
力
を
〜

市
役
所
本
庁
舎
の

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
広
告
物
の

広
告
代
理
店
を
募
集
し
ま
す

青
梅
税
務
署
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

公
共
下
水
道
事
業
計
画

　
　
変
更
図
書
の
縦
覧

表　非常勤職員・嘱託員の登録募集職種

職　　　　種 主 な 職 務 内 容 必要な資格など

①

①

②

学校健康診断補助員 なし

特別支援学級介助員 なし

図書館司書図書館事務員

学童クラブ・
児童館指導員

保育士（早朝・
　　　昼間・夕方） 保育園での保育補助 保育士

保育士か教員免許

学童クラブ等補助員

教員補助員 教員免許

一般事務員

非

常

勤

職

員

非

常

勤

嘱

託

員

なし

問合せ

保育園調理員 なし

保健師・看護師 母子保健事業の健康診査・育児相談な
ど

保健師・正看護師

市役所などでの事務補助（パソコン
使用）
※主に繁忙期における短期間の業務

特別支援学級（知的障害）での児童・
生徒の介助、担任の補助など

バス通学安全補助員 なし
バスによる登下校の通学補助（乗車中、
乗降時の安全管理など）

学校給食配膳員 なし
小・中学校での給食配膳準備、片付け、
配膳室の清掃など

図書館一般事務員 なし
カウンター業務補助、図書の配架な
ど

学童クラブなどでの安全確保・行事
の企画運営・遊びの指導など

児童館嘱託員 保育士か教員免許
児童館・学童クラブの事務及び管理
運営

保健師又は助産師 保健師か助産師母子保健事業における乳児家庭訪問

心理相談員 臨床心理士
母子保健事業における健康診査、心
理経過観察

看護師 正看護師
地域での介護予防教室での指導・助
言など

主任介護支援専門員
・介護支援専門員

主任介護支援専門員
・介護支援専門員

介護予防プランの作成・相談業務な
ど

カウンター業務、レファレンス業務、
主催事業の企画運営補助、図書の配
架・整架など

小・中学校での健康診断等における
記録、補助、消毒など

　● 授業における教員の補助（小学校
　…国、算　中学校…国、数、英）
　● 通常の学級で特別な支援を必要と
　する児童・生徒に対する個別指導
　など

指導員の補助（主に障がい児童への
集団、個別指導）

保育園での調理補助、片付け、食器
洗浄など

なし（幼児・児童へ
の指導経験がある方
を優先）

イ
ー
タ
ッ
ク
ス


